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（福井ディスポルテ）ジュニア陸上クラブ Fukui Desporte

入会申込資料

※ クラブ名の は古代フランス語の （余暇・気晴らしの意味でＳｐｏｒｔｓDesporte Desporter
の語源）から名付けました 「楽しく・礼儀正しく・力強く」を信念として活動していきます。。
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ジュニア陸上クラブ 会則Fukui Desporte

第１章 総 則

第１条 名 称

本会は，ジュニア陸上クラブ （福井ディスポルテ）と称す。Fukui Desporte

第２条 事務局

本会の事務局は，坂井市三国町宿２丁目１７－１１ 田村文和自宅内に置く。

第３条 目 的

本会は，クラブ員が陸上競技を通して体を動かすことの楽しさを体得し，陸上競技の基礎技能の向

上を図るとともに，すべてのスポーツの基礎となる「走る 「跳ぶ 「投げる」の基礎を身につける」 」

ことを目的とする。

また，陸上競技を通してクラブ員の心身の向上と親睦を図ることを目的とする。

トップアスリートコース（以下Ｔ・Ａコースと称する）においては，今後も選手として陸上競技を

続ける意志をもつクラブ員が，全国大会入賞をめざし，更に高い競技力を身につけ，知・徳・体のバ

ランスのとれた競技者となることを目的とする。

第４条 事 業

（１）陸上競技に関する活動

（２）レクリエーション活動

（３）他団体との交換交流活動

（４）その他本会の目的達成に必要な活動

第５条 活動の拠点と時間

本会の活動拠点は，三国運動公園陸上競技場を中心とし，原則土曜日または日曜日に行う。但し，

競技会参加，合宿等はこの限りではない。

第２章 構成とクラブ員

第６条 構 成

本会は，役員とクラブ員をもって構成する。

第７条 クラブ員

クラブ員は，小学１年生以上の児童と，本クラブで活動を行った中学生以上の者を原則とする。

クラブ員は，小学生以上で構成するジュニアコースと中学生以上で構成するＴ・Ａコースにそれぞ

れ所属し活動する。
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第８条 入 会

本会への入会は所定用紙にてこれを行う。また，入会に当たっては第１０条に定める保険料を入会

と同時に納入するものとする。

第９条 会の登録

本会は，第８条に定めるところによる入会手続きを完了した者を本会のクラブ員として登録すると

ともに，福井陸上競技協会の選手として登録する。

第１０条 保 険

入会したクラブ員は，財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。なお，活動中の傷

害に対する保障は，この保険範囲を限度とする。

第１１条 脱 退

本会の脱退は，本会宛の脱退届を提出することによって任意に行える。

第３章 役 員

第１２条 役 員

本会には，次の役員を置く。

代 表 １名

代表補佐 １名

指導者 若干名

会 計 ２名（その内１名は保護者より選出）

会計監査役 １名（保護者より選出）

第１３条 任 務

前条の役員は次のような任務を負う

代表は，本会を代表して本会を総括する。

代表補佐は，代表を補佐し，本会の実務を統括する。

指導者は，クラブ員を直接指導し，選手の育成活動を担当する。

会計は本会の会計を担当する。

会見監査役は，会計を監査する。

第１４条 任 期

役員の任期は一年とする。但し再選は妨げない。

役員に欠員の生じたときは，それを補充する。但しその任期は前任者の任期期間とする。
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第５章 会 計

第１５条 会 計

本会の会計は，クラブ員が納める会費，寄付金，その他の収入によって支弁する。

第１６条 会 費

クラブ員は，月額３，０００円の会費を徴収する。会費は毎月第 回目の練習時に徴収するものと1

する。

各年度の開始月である４月（途中入会の場合は入会月）に，福井陸協の登録費とスポーツ安全保険

料を別途納入するものとする。

第１７条 会計年度

本会の会計年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

第１８条 会計報告

本会の会計報告は，監査役の監査を受け，毎年１１月，３月の半期ごとに会計報告を行うこと。

附則

本規約は平成２２年６月１日より施行する。

本規約の改正，本会の解散は保護者の３分の２以上の同意を得なければならない。

附則

平成２３年４月３日改正


